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ヒ
ト
ラ
ー
に
例
え
て
政
治
家
等
を
論
評
す
る
行
為
な
ど
に
つ
い
て
、
「
国
際
法
上
あ
り
得
な
い
」
「
国
際
的
に
は
ご
法

度
」
、
さ
ら
に
は
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
厳
し
い
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
法
規
制
で
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
該
当
す
る
可
能
性

が
あ
る
」
な
ど
と
す
る
見
解
が
、
政
治
家
、
学
者
、
有
名
な
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
な
ど
に
よ
り
マ
ス
コ
ミ
等
を
通
じ
て
流
布
さ
れ

て
い
る
。
正
し
い
国
際
法
、
国
内
法
規
制
等
の
認
識
を
確
認
す
る
た
め
に
、
以
下
の
発
言
を
例
に
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

１ 

二
○
一
二
年
三
月
十
八
日
、
谷
垣
禎
一
自
由
民
主
党
総
裁
（
当
時
）
は
、
橋
下
徹
氏
が
率
い
る
「
大
阪
維
新
の
会
」
の
国

政
進
出
に
期
待
が
高
ま
る
政
治
状
況
に
つ
い
て
、
講
演
で
「
政
党
政
治
が
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
昭
和
十
年
代
に
日
本
で
軍

部
が
出
て
き
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
、
ム
ソ
リ
ー
ニ
が
出
て
き
た
時
も
そ
う
い
う
雰
囲
気
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
」
と
発
言
し
た
（
以

下
「
谷
垣
発
言
」
と
い
う
。
）
。 

２ 

ま
た
、
二
○
一
三
年
七
月
二
十
九
日
、
麻
生
太
郎
副
総
理
（
当
時
）
は
、
憲
法
改
正
議
論
に
つ
い
て
、
「
（
ヒ
ト
ラ
ー

の
）
あ
の
手
口
を
学
ん
だ
ら
ど
う
か
ね
。
」
と
発
言
し
た
（
以
下
「
麻
生
発
言
」
と
い
う
。
）
。 

３ 

さ
ら
に
、
二
○
一
五
年
十
一
月
二
十
四
日
、
自
民
党
の
西
田
昌
司
参
議
院
議
員
は
、
自
身
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
動
画
で
、

一
般
の
方
か
ら
の
「
こ
こ
最
近
、
橋
下
徹
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
見
え
て
き
ま
し
た
。
私
は
眼
科
診
断
に
行
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
」



 

２ 

 

と
の
質
問
に
対
し
、
「
普
通
そ
う
見
え
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
見
え
る
と
い
う
か
、
お
そ
ら
く
で
す
ね
、
橋
下
さ
ん
は
ヒ
ト
ラ

ー
の
研
究
を
さ
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
世
の
中
を
、
ド
イ
ツ
を
制
し
て
き
た
の
は
ま
さ
に
大
衆
か
ら

支
持
さ
れ
て
で
す
ね
、
熱
狂
の
中
で
選
ば
れ
て
き
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
の
熱
狂
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
生
み
出
す
ん
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
、
橋
下
さ
ん
の
や
り
方
、
熱
狂
さ
せ
る
、
そ
の
た
め
に
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
で
メ
デ
ィ
ア
を
使
い
、
や
っ
て
る

っ
て
こ
と
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
戦
略
そ
の
も
の
を
や
っ
て
お
ら
れ
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
。
で
す
か
ら
、
正
し
く
見
え

て
お
ら
れ
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
発
言
し
た
（
以
下
「
西
田
発
言
」
と
い
う
。
）
。 

 

こ
れ
ら
の
、
谷
垣
発
言
、
麻
生
発
言
、
西
田
発
言
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
法
的
な
観
点
か
ら
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
、
以
下

質
問
す
る
。 

一 

谷
垣
発
言
、
麻
生
発
言
、
西
田
発
言
そ
れ
ぞ
れ
は
、
日
本
政
府
の
見
解
と
し
て
、
国
際
法
に
反
す
る
ま
た
は
抵
触
す
る
と

認
識
す
る
か
。
反
す
る
ま
た
は
抵
触
す
る
と
認
識
す
る
場
合
は
、
具
体
的
な
国
際
法
の
法
条
と
と
も
に
ご
回
答
さ
れ
た
い
。 

二 

谷
垣
発
言
、
麻
生
発
言
、
西
田
発
言
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
外
国
で
行
わ
れ
た
場
合
、
日
本
政
府
の
見
解
と
し
て
、
当
該
国
の

法
律
で
犯
罪
に
該
当
す
る
と
認
識
す
る
か
。
該
当
す
る
と
認
識
す
る
場
合
は
、
具
体
的
な
国
名
、
法
条
と
と
も
に
回
答
さ
れ

た
い
。
特
に
、
「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
形
で
、
民
族
的
・
人
種
的
・
宗
教
的
な
集
団
を
罵
倒
・
中
傷
し
、
人
間
の
尊
厳
を
傷



 

３ 

 

つ
け
、
憎
悪
を
煽
り
、
暴
力
を
誘
発
す
る
よ
う
な
行
為
」
「
ナ
チ
支
配
下
で
行
わ
れ
た
行
為
を
是
認
し
、
否
定
し
、
歪
曲
化

す
る
行
為
」
「
集
会
等
で
ナ
チ
支
配
を
賛
美
・
正
当
化
し
公
共
の
平
穏
を
乱
す
行
為
」
な
ど
を
禁
止
し
た
ド
イ
ツ
の
「
刑
法

百
三
十
条
」
、
「
人
種
等
を
理
由
と
す
る
名
誉
棄
損
及
び
侮
辱
、
人
種
等
を
理
由
と
す
る
差
別
・
暴
力
行
為
・
憎
悪
の
扇

動
」
な
ど
を
禁
止
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
出
版
自
由
法
」
に
該
当
す
る
と
認
識
す
る
か
。
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
を
答
え
ら

れ
た
い
。 

三 

谷
垣
発
言
、
麻
生
発
言
、
西
田
発
言
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
日
本
の
国
内
法
に
反
す
る
ま
た
は
抵
触
す
る
か
。
抵
触
す
る
と
認

識
す
る
場
合
は
、
具
体
的
な
法
条
と
と
も
に
ご
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


